
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tax Analysis 
 

完納証明書分割書の導入、海

外工事に関する外国税額控除

問題に解決の目処 
 
国家税務総局が先日、2017年第 41号公告1（以下、41号公告）を公布し
た。41号公告は、中国企業が海外工事から取得した所得に関する外国税額控
除の問題について詳しく規定したものであり、海外 EPC案件において、中国
企業を長らく困惑させてきた完納証明書の記載名義と実際の施工者の相違に

よる二重課税の問題を解決するものである。 
 
背景 
 
近年、「一帯一路」イニシアティブに応え、多くの中国建設会社が海外に進

出し、多くの発展途上国及び「一帯一路」沿線国において積極的に海外 EPC
プロジェクトに取り組んでいる。現在の実務において、中国の建設会社、と

りわけ建設関係の国有企業がより効率的に市場を開拓するため、海外 EPCプ
ロジェクトについては、企業グループ或いは多国籍プラットフォーム企業で

応札や契約締結を行い、子会社に実際の施工を請け負わせるという業務モデ

ルを採用している。具体的には、入札募集・応札の段階で、親会社或いは専

ら海外業務や事業拡大に従事するグループ内企業の名義で応札や EPC契約の
締結を行い（この業務モデルを通じて、グループ内全ての事業体による同種

類プロジェクトの実績を共有することで、受注を勝ち取る確率を上げること

ができる）、落札に成功した場合、グループ内の一つ或いは複数の子会社又

は工事局に工事を請け負わせ、受け取った EPCプロジェクトの請負代金を実
際の施工者に引き渡すようにしている。会計処理上、相応の営業収入は通

常、応札や契約締結を行う親会社或いはグループ内企業ではなく、実際の施

工者の財務諸表に計上される。 
 
上述の業務モデルは事業アレンジとして効果的であるものの、外国税額控除

の面で大きな問題が発生している。前述のように、請負代金を取得し、プロ

ジェクト所在地の所得税を実際に負担する納税主体は実際に工事を請け負う

子会社又は工事局であるが、それに対して、プロジェクト所在地の税務当局

が発行する所得税完納証明書に記載された納税者は契約締結を担当する親会

社或いはグループ内企業である。その原因により、子会社又は工事局が国内

の所轄税務当局において外国税額控除の手続きを行う際、海外で既に所得税

を納めていることの挙証が難しく、また、国外所得税の完納証明書を取得し

た親会社又はグループ内企業には、国内で外国税額控除を行うための国外源
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泉収入が存在しない。この状況は中国と海外における二重課税を引き起こ

し、海外工事にかかる税負担を上昇させ、企業を大いに困惑させてきた。 
 
新規定の概要  
 
上述の問題を解決すべく、41号公告は「実質優先主義」に従い、完納証明書
分割書を導入し、契約締結者名義の完納証明書に記載された国外所得税の金

額を合理的な方法で各施工者に配賦した上で、各施工者で配賦分の税額につ

いて外国税額控除を行うように規定している。当該新規定は 2017年度及び
将来年度の企業所得税確定申告に適用され、過年度の企業所得税について、

外国税額控除を行わなかった場合、新規定を適用して処理することができ

る。 
 
41号公告の規定により、「企業は、元請・下請方式又は共同企業体方式によ
り国外において工事プロジェクト（建設工事、インフラ建設などのプロジェ

クトを含むが、それらに限らない）を実施するにあたり、取得した国外源泉

所得について既に国外において納付した所得税税額は、元請企業又は共同企

業体の幹事会社が発行する「国外工事請負プロジェクト納税証明書分割書

（元請・下請方式）」又は「国外工事請負プロジェクト納税証明書分割書

（共同企業体方式）」を国外所得税の完納証明書又は納税証憑として、外国

税額控除を行うことができる。」 
 
具体的な手続きとして、41号公告の規定により、元請企業又は共同企業体の
幹事会社（実務において、元請企業又は共同企業体の幹事会社は、前述の親

会社或いはグループ内企業が担当することが多い）が「国外工事請負プロジ

ェクト納税証明書分割書」の記入を行い、プロジェクトに参加する各当事者

（元請・下請企業、或いは共同企業体の構成企業を含む。実務において、共

同事業契約の締結者及び実際の施工者が担当することが多い）が実際に取得

した収入、及び請け負った工事の量などに基づき、海外で納めた所得税税額

を合理的な方法で各当事者の間で配賦する。最後に、各当事者が完納証明書

分割書（コピー）を持って、所轄税務当局において外国税額控除の手続きを

行う。 
 
元請企業又は共同企業体の幹事会社の記入した完納証明書分割書を以て税務

当局に届け出ると同時に、下記の資料を保管し、検査に備える必要がある。 
 
1. 元請企業或いは共同企業体と海外発注者の間に締結された工事請負契
約。 

2. 元請企業と下請企業の間に締結された下請契約。二次下請けが存在する
場合、一次下請企業と二次下請企業の間で締結された下請契約も保管す

る必要がある。若しくは共同企業体の各構成企業の間に締結されたコン

ソーシアム契約。 
3. 元請企業又は共同企業体の国外源泉所得に関する国外所得税の完納証明
書或いは納税証憑。 

4. 国外源泉所得に対して納付した国外所得税税額を、受け取った請負代金
の金額や請け負った工事の量などの合理的な基準に基づき各当事者の間

に配賦するための計算過程及び関連の説明。 
 
 
デロイトのアドバイス 
 
留意すべき点として、実務において、海外納付税額を各当事者の間で合理的

に配賦するためには、海外工事の各当事者は、自身の受け取った請負代金の

金額や請け負った工事の量をプロジェクトごとに正確に区分できるように、

完備された財務会計システムと合理的な配賦メカニズムを構築する必要があ

る。また、親会社又はグループ内企業がオーナーと工事請負契約を締結した

後、実際に工事を請け負う子会社や工事局と下請契約を締結することによっ

て、双方の業務関係について明確に約定するとともに、各当事者が実際に請

け負った工事の量に基づき、請負代金の金額を合理的に約定する必要があ

る。更に、証憑に合致する帳簿処理を保証するため、元請企業と下請企業の

関係を関連の会計処理に反映する必要がある。 
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なお、上述の業務モデルにおいて、中国側の外国税額控除の問題は解決されるものの、プロジェクト所在地における税制

や実務などの原因により、プロジェクト所在地側に二重課税の問題が依然として発生する可能性がある。対応策として、

各国における税収法律・法規の相違、及びプロジェクトの実際の状況を踏まえた上で、現地の税収法律・法規の規定に基

づき、自身の業務モデルを合理的にアレンジすることで税務リスクの低減を図ると同時に、必要に応じて専門機構に協力

を求めることを各企業に推奨する。 
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